
１．申請者

　　会社名　 愛電交通株式会社
　　住　 所　　 名古屋市昭和区鶴舞二丁目７番９号

　　◆申請改定率　３０．１２％

　　　　※詳細は別紙参照

以   上

ハイヤー運賃改定申請について

　弊社は、平成３０年８月３０日、中部運輸局長に対し一般乗用旅客自動車運送事業
（ハイヤー）の運賃及び料金の改定申請書を愛知運輸支局を通じて提出いたしました
のでお知らせいたします。
　運賃の改定申請に至った理由として、健康保険料・厚生年金保険料の負担増大と
いった人件費高騰のほか、乗務員不足により運送収入が減少している点が挙げられ
ます。また、お客さまの高級志向に対応した車両の快適性向上（グレードアップ化）、
並びに安全・安心に向けた設備投資や乗務員教育コストの負担も増大しております。
また人手不足の環境下での乗務員確保には、他産業との賃金格差縮小による待遇
改善が急務となっております。弊社として企業努力を重ねてまいりましたが、更なる顧
客サービスの向上と安全安心の確保のため、今回の運賃改正申請に至りました。

運賃改定申請の内容は下記の通りです。

２．運賃変更申請の概要　

平成30年8月30日



＜別紙＞ 

項     目 現       行 申       請 
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賃 

距

離

制

運

賃 

初

乗 

大型車 
最初の 3.0 キロメートルまで 

 １，５６０円 

最初の 3.0 キロメートルまで 

 ２，０２０円 

中型車 
最初の 3.0 キロメートルまで 

１，４３０円 

最初の 3.0 キロメートルまで 

 １，８６０円 

加

算 

大型車 
２８５メートルまでごとに 

１２０円 

２１９メートルまでごとに 

１２０円 

中型車 
３３８メートルまでことに 

１２０円 

２６０メートルまでことに 

１２０円 

時
間
距
離
併
用
運
賃 

大 型 車 

時速 10 キロメートル以下の運

行時間について 

1分45秒までごとに １２０ 円 

時速 10 キロメートル以下の運

行時間について 

1分 20 秒までごとに１２０円 

中 型 車 

時速 10 キロメートル以下の運

行時間について 

2 分 05 秒までごとに １２０円 

時速 10 キロメートル以下の運

行時間について 

1 分 35 秒までごとに１２０円 

時

間

制

運

賃 

初

乗 

大型車 
最初の 30 分又は走行 7.5 キロ

メートルまで   ３，８６０ 円 

最初の 30 分又は走行 7.5 キロ

メートルまで ４，７９０ 円 

中型車 
最初の 30 分又は走行 7.5 キロ

メートルまで  ３，２４０ 円 

最初の 30 分又は走行 7.5 キロ

メートルまで  ４，０５０円 

加

算 

大型車 
30分又は走行7.5キロメートル

までごとに      ３，６５０円 

30分又は走行7.5キロメートル

までごとに     ４，７９０円 

中型車 
30分又は走行7.5キロメートル

までごとに      ３，０９０円 

30分又は走行7.5キロメートル

までごとに      ４，０５０円 

一
日
貸
運
賃 

大 型 車 
8時間又は走行90キロメートル

まで          ５５，８５０円 

8時間又は走行90キロメートル

まで          ７２，６００円 

中 型 車 
8時間又は走行90キロメートル

まで         ４７，２１０円 

8時間又は走行90キロメートル

まで       ６１，３７０円 

割

増 

深夜早朝割増 ２２時～翌朝５時  ２割増 変  更  な  し 

特別車両割増 

排気量が4,000CC以上又は乗車

定員７人以上の車両 

大型車運賃の１割増 

変  更  な  し 

割

引 

長距離割引 

１回の運送が 90 キロメートル

を超えた場合 

１割引 

変  更  な  し 

料

金 

待

料

金 

大 型 車 
1 分 45 秒までごとに 

１２０円 

1 分 20 秒までごとに 

１２０円 

中 型 車 
2 分 05 秒までごとに 

１２０円 

1 分 35 秒までごとに 

１２０円 

 


